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電 波 法 関 係 手 数 料 令 の 一 部 を 改 正 す る 政 令 案 新 旧 対 照 条 文  
 

○ 電 波 法 関 係 手 数 料 令 （ 昭 和 三 十 三 年 政 令 第 三 百 七 号 ） （ 抄 ）  

（ 傍 線 部 分 は 改 正 部 分 ）  

改 正 案  現   行  

（ 落 成 後 の 検 査 手 数 料 ）  

第 三 条 一 台 の み の 送 信 機 を 有 す る 無 線 局 に つ い て 法 第 十 条 の 規 定 に よ

る 検 査 （ 以 下 「 落 成 後 の 検 査 」 と い う 。 ） を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば

な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 無 線 局 の 種 別 及 び そ の 基 本 送 信 機 の 規 模 に 従

い 、 次 の 表 に よ る 額 （ 当 該 基 本 送 信 機 の 型 式 が 総 務 大 臣 の 行 う 検 定 に

合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 に よ る 額 に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た

額 ） と す る 。 た だ し 、 当 該 基 本 送 信 機 が 二 以 上 の 無 線 局 に よ つ て 共 用

さ れ て い る 場 合 に お い て 、 当 該 基 本 送 信 機 を 共 用 す る 二 以 上 の 無 線 局

に つ い て 落 成 後 の 検 査 が 同 時 に 行 わ れ る と き に は 、 当 該 基 本 送 信 機 に

係 る こ の 項 本 文 の 規 定 に よ る 額 を 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額 と す る 。  

（ 落 成 後 の 検 査 手 数 料 ）  

第 三 条 （ 同 上 ）  

  

無 線 局 の 種 別  

基 本 送 信 機 の 規 模

（ 空 中 線 電 力 に よ

る 。 ）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
        

一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

四 七 、 四 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

七 一 、 三 〇 〇  

    

  

無 線 局 の 種 別  

基 本 送 信 機 の 規 模

（ 空 中 線 電 力 に よ

る 。 ）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
        

一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

四 五 、 四 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

六 七 、 七 〇 〇  
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五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 〇 一 、 六 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 二 八 、 七 〇 〇  

        

二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 七 、 二 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

四 三 、 九 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  
六 〇 、 五 〇 〇  

        

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

九 五 、 八 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 二 一 、 〇 〇 〇  

        

二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 六 、 一 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

四 〇 、 一 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

五 七 、 六 〇 〇  
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三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

  二 七 、 二 〇 〇  

        

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

五 六 、 四 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 二 五 、 八 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

四 〇 八 、 四 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

四 八 五 、 一 〇 〇  

    

三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

  二 六 、 一 〇 〇  

        

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

五 一 、 九 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 〇 一 、 九 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

三 七 二 、 〇 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

四 四 三 、 一 〇 〇  
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一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

六 〇 一 、 七 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

七 四 八 、 五 〇 〇  

    
一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

九 六 〇 、 七 〇 〇 

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の 

五 六 、 四 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 二 四 、 七 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

四 一 四 、 四 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

六 〇 五 、 四 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

五 五 三 、 一 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

六 七 四 、 九 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

八 六 三 、 一 〇 〇 

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の 

五 二 、 二 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 〇 二 、 三 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

三 六 九 、 一 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

五 五 二 、 四 〇 〇  
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一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

八 六 一 、 六 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

一 、 一 六 四 、 六 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

一 、 五 四 五 、 七 〇 〇 

        

六  実 験 等 無 線 局  五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

三 五 、 八 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  
五 七 、 三 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

八 八 、 八 〇 〇  

        

七  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 二 、 八 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

三 三 、 〇 〇 〇  

        

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

七 一 一 、 五 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

一 、 〇 五 二 、 九 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

一 、 三 九 六 、 五 〇 〇 

        

六  実 験 等 無 線 局  五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

三 三 、 九 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

五 三 、 九 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

八 三 、 一 〇 〇  

        

七  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 一 、 九 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

三 一 、 三 〇 〇  
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八  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

三 五 、 八 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

五 二 、 三 〇 〇  

    
五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

六 八 、 九 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 〇 七 、 三 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 〇 一 、 五 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

三 四 八 、 三 〇 〇  

    
 

八  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

三 三 、 九 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

四 九 、 二 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

六 四 、 六 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 〇 〇 、 四 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 八 八 、 一 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

三 二 四 、 八 〇 〇  

    
 

２ 二 台 以 上 の 送 信 機 を 有 す る 無 線 局 に つ い て 落 成 後 の 検 査 を 受 け る 者

が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 基 本 送 信 機 に 係 る 前 項 の 規 定

に よ る 額 に 、 基 本 送 信 機 以 外 の 各 送 信 機 に つ い て 無 線 局 の 種 別 及 び そ

の 規 模 に 応 ず る 次 の 表 に よ る 額 （ 当 該 送 信 機 の 型 式 が 総 務 大 臣 の 行 う

検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 に よ る 額 に 二 分 の 一 を 乗 じ

２ （ 同 上 ）  
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て 得 た 額 ） を 加 算 し た 額 と す る 。 た だ し 、 基 本 送 信 機 以 外 の 送 信 機 が

二 以 上 の 無 線 局 に よ つ て 共 用 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 当 該 送 信 機 を

共 用 す る 二 以 上 の 無 線 局 に つ い て 落 成 後 の 検 査 が 同 時 に 行 わ れ る と き

に は 、 当 該 送 信 機 に つ い て は 、 当 該 送 信 機 に 係 る こ の 項 本 文 の 規 定 に

よ る 額 を 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額 を 加 算 す る も の と す る 。  
  

無 線 局 の 種 別  
送 信 機 の 規 模 （ 空

中 線 電 力 に よ る 。

）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
        

一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 二 、 一 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  
一 八 、 〇 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 六 、 六 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

三 二 、 四 〇 〇  

        

二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

七 、 二 〇 〇  

    

  

無 線 局 の 種 別  

送 信 機 の 規 模 （ 空

中 線 電 力 に よ る 。

）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
        

一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 一 、 三 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 六 、 八 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 三 、 九 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

三 〇 、 二 〇 〇  

        
二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

六 、 七 〇 〇  
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一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 〇 、 八 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

一 五 、 七 〇 〇  

        

三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

  七 、 二 〇 〇  

        

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 四 、 五 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

五 三 、 七 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 〇 、 〇 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

一 四 、 七 〇 〇  

        

三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

  六 、 七 〇 〇  

        

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 三 、 一 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

四 八 、 二 〇 〇  

    



 

-
 
9
 
- 

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

九 九 、 六 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 二 五 、 四 〇 〇  

    
一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

一 五 五 、 六 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

一 八 五 、 六 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 
二 五 〇 、 〇 〇 〇 

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の 

一 四 、 五 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

五 五 、 九 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

八 九 、 九 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 一 三 、 五 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

一 四 〇 、 二 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

一 六 七 、 三 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

二 二 三 、 〇 〇 〇 

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の 

一 三 、 一 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

五 〇 、 〇 〇 〇  

    



 

-
 
1
0
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三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 〇 〇 、 七 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 五 五 、 九 〇 〇  

    
一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

一 九 七 、 〇 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

二 八 九 、 七 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 
三 八 五 、 八 〇 〇 

        

六  実 験 等 無 線 局  五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 〇 、 〇 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 五 、 三 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

二 三 、 二 〇 〇  

        

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

九 〇 、 一 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 三 九 、 五 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

一 七 六 、 〇 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

二 六 〇 、 〇 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

三 四 八 、 〇 〇 〇 

        

六  実 験 等 無 線 局  五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

八 、 六 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 三 、 六 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

二 一 、 〇 〇 〇  

        



 

-
 
1
1
 
- 

七  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

六 、 〇 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

八 、 六 〇 〇  

        

八  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 〇 、 〇 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

一 四 、 一 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  
一 八 、 二 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 七 、 八 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

五 三 、 一 〇 〇  

    

七  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

五 、 六 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

八 、 〇 〇 〇  

        

八  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

八 、 六 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

一 二 、 〇 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 六 、 二 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 五 、 九 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

四 九 、 五 〇 〇  

    



 

-
 
1
2
 
- 

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

八 八 、 一 〇 〇  

    
 

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

八 二 、 二 〇 〇  

    
 

３ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 多 重 放 送 を す る 無 線 局 に つ い て 落 成 後

の 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 そ の 使 用 す

る 電 波 に 当 該 多 重 放 送 を す る 無 線 局 の 多 重 放 送 を 重 畳 さ せ て 超 短 波 放

送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を す る 無 線 局 の 基 本 送 信 機 の 規 模 に 従 い 、 次

の 表 に よ る 額 （ 当 該 多 重 放 送 を す る 無 線 局 の 基 本 送 信 機 の 型 式 が 総 務

大 臣 の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 に よ る 額 に 二 分

の 一 を 乗 じ て 得 た 額 ） と す る 。  

３ （ 同 上 ）  

  

基 本 送 信 機 の 規 模 （ 空 中 線 電 力 に

よ る 。 ）  
検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
      

一 〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下 の も の 二 八 、 九 〇 〇 

      

二 〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超 え 三 ワ ッ ト 以 下

の も の 

四 四 、 七 〇 〇 

      

三 三 ワ ッ ト を 超 え 一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の 

七 三 、 一 〇 〇 

      

  

基 本 送 信 機 の 規 模 （ 空 中 線 電 力 に

よ る 。 ）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
      

一 〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下 の も の 二 七 、 〇 〇 〇 

      

二 〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超 え 三 ワ ッ ト 以 下

の も の 

四 一 、 七 〇 〇 

      

三 三 ワ ッ ト を 超 え 一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の 

六 八 、 二 〇 〇 

      



 

-
 
1
3
 
- 

四 一 〇 ワ ッ ト を 超 え 一 〇 〇 ワ ッ ト 以

下 の も の 

一 二 一 、 五 〇 〇 

      

五 一 〇 〇 ワ ッ ト を 超 え 一 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の 

一 三 九 、 六 〇 〇 

      

六 一 キ ロ ワ ッ ト を 超 え 一 〇 キ ロ ワ ッ

ト 以 下 の も の 

一 六 七 、 八 〇 〇 

      

七 一 〇 キ ロ ワ ッ ト を 超 え る も の 二 〇 二 、 六 〇 〇 

   
 

四 一 〇 ワ ッ ト を 超 え 一 〇 〇 ワ ッ ト 以

下 の も の 

一 一 〇 、 六 〇 〇 

      

五 一 〇 〇 ワ ッ ト を 超 え 一 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の 

一 二 七 、 四 〇 〇 

      

六 一 キ ロ ワ ッ ト を 超 え 一 〇 キ ロ ワ ッ

ト 以 下 の も の 

一 五 九 、 九 〇 〇 

      

七 一 〇 キ ロ ワ ッ ト を 超 え る も の 一 九 三 、 二 〇 〇 

   
 

４ 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 一 の 超 短 波 放 送 若 し く は テ レ ビ ジ ョ

ン 放 送 の 電 波 に 重 畳 し て 多 重 放 送 を す る 二 以 上 の 無 線 局 に つ い て 又 は

超 短 波 放 送 若 し く は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を す る 無 線 局 及 び そ の 放 送 の 電

波 に 重 畳 し て 多 重 放 送 を す る 無 線 局 に つ い て 落 成 後 の 検 査 が 同 時 に 行

わ れ る と き に 当 該 落 成 後 の 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手

数 料 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す

る 。  

一 多 重 放 送 を す る 無 線 局 前 項 の 規 定 に よ る 額 を 当 該 落 成 後 の 検 査 が

同 時 に 行 わ れ る 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額  

二 超 短 波 放 送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を す る 無 線 局 第 一 項 本 文 又 は 第

二 項 本 文 の 規 定 に よ る 額 か ら 、 当 該 落 成 後 の 検 査 が 同 時 に 行 わ れ る 多

重 放 送 を す る 無 線 局 に 係 る 前 号 の 規 定 に よ る 額 （ 多 重 放 送 を す る 無 線

４ （ 同 上 ）  



 

-
 
1
4
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局 が 二 以 上 あ る と き は 、 そ の 合 計 額 と す る 。 ） を 減 じ た 額  
５ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 落 成 後 の 検 査 が 法 第 十 条 第 二 項 の 規 定

に よ り そ の 一 部 が 省 略 さ れ て 書 類 の 審 査 の 方 法 の み に よ つ て 行 わ れ る

場 合 に 当 該 落 成 後 の 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の

額 は 、 二 、 七 〇 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 落 成

の 届 出 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 を す る 場 合 に あ つ て は

、 二 、 六 〇 〇 円 ） と す る 。  

５ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 落 成 後 の 検 査 が 法 第 十 条 第 二 項 の 規 定

に よ り そ の 一 部 が 省 略 さ れ て 書 類 の 審 査 の 方 法 の み に よ つ て 行 わ れ る

場 合 に 当 該 落 成 後 の 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の

額 は 、 二 、 五 五 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ り 同 条 第 一 項 の 規 定 に よ る 落 成

の 届 出 及 び 同 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 を す る 場 合 に あ つ て は

、 二 、 四 五 〇 円 ） と す る 。  

（ 変 更 検 査 手 数 料 ）  

第 四 条 法 第 十 八 条 の 規 定 に よ る 検 査 （ 法 第 七 十 一 条 第 一 項 又 は 第 七 十

六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 の 変 更 に 係 る 検 査 を 除 く も の と し

、 以 下 「 変 更 検 査 」 と い う 。 ） を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手

数 料 の 額 は 、 無 線 局 の 種 別 に 従 い 、 次 の 甲 表 に よ る 額 と し 、 当 該 変 更

検 査 が 無 線 設 備 の 変 更 工 事 の 結 果 に つ い て 行 わ れ る 場 合 に あ つ て は 、

同 表 に よ る 額 に 、 当 該 変 更 検 査 を 受 け る 各 装 置 に つ い て 無 線 局 の 種 別

並 び に 当 該 装 置 の 種 類 及 び 規 模 に 応 ず る 次 の 乙 表 に よ る 額 （ 当 該 装 置

の 型 式 が 総 務 大 臣 の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 に

よ る 額 に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 。 以 下 同 じ 。 ） を 加 算 し た 額 と す る

。 た だ し 、 三 〇 六 、 〇 〇 〇 円 及 び 当 該 無 線 局 に 係 る 第 二 十 条 の 規 定 に

よ る 手 数 料 の 額 に 相 当 す る 額 （ 当 該 無 線 局 が 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 総

務 省 令 で 定 め る 無 線 局 で あ る 場 合 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い

、 当 該 各 号 に 定 め る 額 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 定 期 検 査 手 数

料 相 当 額 」 と い う 。 ） の い ず れ を も 超 え な い も の と す る 。  

（ 変 更 検 査 手 数 料 ）  

第 四 条 法 第 十 八 条 の 規 定 に よ る 検 査 （ 法 第 七 十 一 条 第 一 項 又 は 第 七 十

六 条 の 三 第 一 項 の 規 定 に 基 づ く 指 定 の 変 更 に 係 る 検 査 を 除 く も の と し

、 以 下 「 変 更 検 査 」 と い う 。 ） を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手

数 料 の 額 は 、 無 線 局 の 種 別 に 従 い 、 次 の 甲 表 に よ る 額 と し 、 当 該 変 更

検 査 が 無 線 設 備 の 変 更 工 事 の 結 果 に つ い て 行 わ れ る 場 合 に あ つ て は 、

同 表 に よ る 額 に 、 当 該 変 更 検 査 を 受 け る 各 装 置 に つ い て 無 線 局 の 種 別

並 び に 当 該 装 置 の 種 類 及 び 規 模 に 応 ず る 次 の 乙 表 に よ る 額 （ 当 該 装 置

の 型 式 が 総 務 大 臣 の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 に

よ る 額 に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 。 以 下 同 じ 。 ） を 加 算 し た 額 と す る

。 た だ し 、 二 八 六 、 二 〇 〇 円 及 び 当 該 無 線 局 に 係 る 第 二 十 条 の 規 定 に

よ る 手 数 料 の 額 に 相 当 す る 額 （ 当 該 無 線 局 が 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 総

務 省 令 で 定 め る 無 線 局 で あ る 場 合 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い

、 当 該 各 号 に 定 め る 額 。 以 下 こ の 項 及 び 次 項 に お い て 「 定 期 検 査 手 数

料 相 当 額 」 と い う 。 ） の い ず れ を も 超 え な い も の と す る 。  

一 一 台 の み の 送 信 機 を 有 す る も の 無 線 局 の 種 別 及 び そ の 基 本 送 信

機 の 規 模 に 従 い 、 次 の 丙 表 に よ る 額 （ 当 該 基 本 送 信 機 の 型 式 が 総 務

大 臣 の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 に よ る 額 に 二

一 （ 同 上 ）  
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分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 ）  
二 二 台 以 上 の 送 信 機 を 有 す る も の 基 本 送 信 機 に 係 る 前 号 の 規 定 に

よ る 額 に 、 基 本 送 信 機 以 外 の 各 送 信 機 に つ い て 無 線 局 の 種 別 及 び そ

の 規 模 に 応 ず る 次 の 丁 表 に よ る 額 （ 当 該 送 信 機 の 型 式 が 総 務 大 臣 の

行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 に よ る 額 に 二 分 の 一

を 乗 じ て 得 た 額 ） を 加 算 し た 額  

二 （ 同 上 ）  
甲 表  甲 表  

  

無 線 局 の 種 別  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
      

一 船 舶 局 （ 総 ト ン 数 五 〇 〇 ト ン 未 満

の 漁 船 の 船 舶 局 を 除 く 。 ） 及 び 航

空 機 局 

二 〇 、 一 〇 〇 

      

二 総 ト ン 数 五 〇 〇 ト ン 未 満 の 漁 船 の

船 舶 局 
一 三 、 八 〇 〇 

      

三 船 舶 の 無 線 局 で 無 線 設 備 が 遭 難 自

動 通 報 設 備 又 は レ ー ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機 の 無 線 局 で 無 線 設 備

が レ ー ダ ー の み の も の 

一 三 、 八 〇 〇 

        

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下 の も の  

九 、 七 〇 〇  

    

  

無 線 局 の 種 別  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
      

一 船 舶 局 （ 総 ト ン 数 五 〇 〇 ト ン 未 満

の 漁 船 の 船 舶 局 を 除 く 。 ） 及 び 航

空 機 局 

一 七 、 五 〇 〇 

      

二 総 ト ン 数 五 〇 〇 ト ン 未 満 の 漁 船 の

船 舶 局 

一 一 、 六 〇 〇 

      

三 船 舶 の 無 線 局 で 無 線 設 備 が 遭 難 自

動 通 報 設 備 又 は レ ー ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機 の 無 線 局 で 無 線 設 備

が レ ー ダ ー の み の も の 

一 一 、 六 〇 〇 

        
四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下 の も の  

七 、 七 〇 〇  
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除 く 。 ）  基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超 え 三 ワ ッ

ト 以 下 の も の  

三 五 、 三 〇 〇  

    

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 三 ワ ッ ト

を 超 え る も の  

五 五 、 六 〇 〇  

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下 の も の 

一 二 、 四 〇 〇 

    

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超 え 三 ワ ッ

ト 以 下 の も の  
四 一 、 二 〇 〇  

    

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 三 ワ ッ ト

を 超 え る も の  

七 〇 、 八 〇 〇  

        

六  実 験 等 無 線 局  一 五 、 一 〇 〇  

        

七  ア マ チ ュ ア 無 線 局  九 、 五 〇 〇  

        

除 く 。 ）  基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超 え 三 ワ ッ

ト 以 下 の も の  

三 〇 、 七 〇 〇  

    

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 三 ワ ッ ト

を 超 え る も の  

五 一 、 〇 〇 〇  

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下 の も の 

一 〇 、 六 〇 〇 

    

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超 え 三 ワ ッ

ト 以 下 の も の  

三 八 、 一 〇 〇  

    

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 三 ワ ッ ト

を 超 え る も の  

六 四 、 一 〇 〇  

        

六  実 験 等 無 線 局  一 二 、 四 〇 〇  

        
七  ア マ チ ュ ア 無 線 局  七 、 八 〇 〇  
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八  そ の 他 の 無 線

局  

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 一 ワ ッ ト

以 下 の も の  

一 五 、 一 〇 〇  

    

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 一 ワ ッ ト

を 超 え 五 ワ ッ ト 以

下 の も の  

二 〇 、 三 〇 〇  

    
基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 五 ワ ッ ト

を 超 え る も の  

二 八 、 二 〇 〇  

    
 

八  そ の 他 の 無 線

局  

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 一 ワ ッ ト

以 下 の も の  

一 二 、 四 〇 〇  

    

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 一 ワ ッ ト

を 超 え 五 ワ ッ ト 以

下 の も の  

一 七 、 二 〇 〇  

    

基 本 送 信 機 の 空 中

線 電 力 が 五 ワ ッ ト

を 超 え る も の  

二 四 、 六 〇 〇  

    
 

乙 表  乙 表  
  

無 線 局 の 種 別  

装 置 
検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  

種 類 

規 模 （ 空

中 線 電 力

に よ る 。

） 

 

          

一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

送 信
機 

一 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

七 、 六 〇 〇  

    

  

無 線 局 の 種 別  

装 置 

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  

種 類 

規 模 （ 空

中 線 電 力

に よ る 。

） 

 

          

一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

送 信
機 

一 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

七 、 一 〇 〇  
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の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

一 〇 、 三 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

一 四 、 八 〇 〇  

    
五 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え る も の  

一 八 、 四 〇 〇  

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

 七 、 六 〇 〇 

          

二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

送 信
機 

一 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

四 、 〇 五 〇  

    

の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

九 、 六 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

一 三 、 八 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え る も の  

一 七 、 二 〇 〇  

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

 七 、 一 〇 〇 

          

二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

送 信
機 

一 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

三 、 七 五 〇  
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一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

六 、 三 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

る も の  

九 、 〇 〇 〇  

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

 四 、 〇 五 〇 

          

三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

送 信
機 

 四 、 〇 五 〇  

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

 四 、 〇 五 〇 

          

一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

五 、 八 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

る も の  

八 、 四 〇 〇  

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

 三 、 七 五 〇 

          

三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

送 信
機 

 三 、 七 五 〇  

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

 三 、 七 五 〇 
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四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

送 信
機 

〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

七 、 五 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超

え 三 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

二 八 、 三 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト

を 超 え 一

〇 ワ ッ ト

以 下 の も

の  

四 九 、 五 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

一 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

六 三 、 九 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え 一 キ ロ

ワ ッ ト 以

下 の も の  

七 二 、 〇 〇 〇  

    

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

送 信
機 

〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

六 、 九 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超

え 三 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

二 六 、 〇 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト

を 超 え 一

〇 ワ ッ ト

以 下 の も

の  

四 五 、 七 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

一 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

五 九 、 二 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え 一 キ ロ

ワ ッ ト 以

下 の も の  

六 八 、 四 〇 〇  
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一 キ ロ ワ

ッ ト を 超

え 一 〇 キ

ロ ワ ッ ト

以 下 の も

の  

九 二 、 八 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ

ワ ッ ト を

超 え る も

の 

一 一 八 、 一 〇 〇 

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下

の 送 信 機

の も の 

七 、 五 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超

え 三 ワ ッ

ト 以 下 の

送 信 機 の

も の 

二 八 、 三 〇 〇 

    

三 ワ ッ ト

を 超 え る

送 信 機 の

も の 

四 九 、 五 〇 〇 

          

一 キ ロ ワ

ッ ト を 超

え 一 〇 キ

ロ ワ ッ ト

以 下 の も

の  

八 七 、 七 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ

ワ ッ ト を

超 え る も

の 

一 一 一 、 三 〇 〇 

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下

の 送 信 機

の も の 

六 、 九 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超

え 三 ワ ッ

ト 以 下 の

送 信 機 の

も の 

二 六 、 〇 〇 〇 

    

三 ワ ッ ト

を 超 え る

送 信 機 の

も の 

四 五 、 七 〇 〇 
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五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

送 信
機 

〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下

の も の 

七 、 五 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超

え 三 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

二 七 、 八 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト

を 超 え 一

〇 ワ ッ ト

以 下 の も

の  

四 八 、 一 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

一 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

七 三 、 〇 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え 一 キ ロ

ワ ッ ト 以

下 の も の  

九 二 、 四 〇 〇  

    

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

送 信
機 

〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下

の も の 

六 、 六 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超

え 三 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

二 六 、 二 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト

を 超 え 一

〇 ワ ッ ト

以 下 の も

の  

四 五 、 九 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

一 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

六 八 、 六 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え 一 キ ロ

ワ ッ ト 以

下 の も の  

八 七 、 九 〇 〇  

    



 

-
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一 キ ロ ワ

ッ ト を 超

え 一 〇 キ

ロ ワ ッ ト

以 下 の も

の  

一 三 八 、 四 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ

ワ ッ ト を

超 え る も

の 

一 八 七 、 一 〇 〇 

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下

の 送 信 機

の も の 

七 、 五 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超

え 三 ワ ッ

ト 以 下 の

送 信 機 の

も の 

二 七 、 八 〇 〇 

    

三 ワ ッ ト

を 超 え る

送 信 機 の

も の 

四 八 、 一 〇 〇 

          

一 キ ロ ワ

ッ ト を 超

え 一 〇 キ

ロ ワ ッ ト

以 下 の も

の  

一 三 〇 、 八 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ

ワ ッ ト を

超 え る も

の 

一 七 六 、 二 〇 〇 

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

〇 ・ 一 ワ

ッ ト 以 下

の 送 信 機

の も の 

六 、 六 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ

ッ ト を 超

え 三 ワ ッ

ト 以 下 の

送 信 機 の

も の 

二 六 、 二 〇 〇 

    

三 ワ ッ ト

を 超 え る

送 信 機 の

も の 

四 五 、 九 〇 〇 

          



 

-
 
2
4
 
- 

六  実 験 等 無 線 局  送 信
機 

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

四 、 八 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

七 、 六 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え る も の 

一 一 、 四 〇 〇 

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

 四 、 八 〇 〇  

          

七  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

送 信
機 

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

三 、 〇 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

る も の 

四 、 一 五 〇 

      

六  実 験 等 無 線 局  送 信
機 

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

四 、 三 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

六 、 九 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え る も の 

一 〇 、 四 〇 〇 

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

 四 、 三 〇 〇  

          

七  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

送 信
機 

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

二 、 八 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

る も の 

三 、 八 五 〇 

      



 

-
 
2
5
 
- 

送 信
機 以

外 の
装 置 

 三 、 〇 〇 〇  

          

八  そ の 他 の 無 線

局  

送 信
機 

一 ワ ッ ト

以 下 の も

の  

四 、 八 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト

を 超 え 五

ワ ッ ト 以

下 の も の  

七 、 〇 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト

を 超 え 一

〇 ワ ッ ト

以 下 の も

の  
八 、 七 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

一 三 、 七 〇 〇  

    

送 信
機 以

外 の
装 置 

 二 、 八 〇 〇  

          

八  そ の 他 の 無 線

局  

送 信
機 

一 ワ ッ ト

以 下 の も

の  

四 、 三 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト

を 超 え 五

ワ ッ ト 以

下 の も の  

六 、 五 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト

を 超 え 一

〇 ワ ッ ト

以 下 の も

の  

八 、 二 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 ワ ッ

ト 以 下 の

も の  

一 二 、 七 〇 〇  

    



 

-
 
2
6
 
- 

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

二 五 、 四 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え 五 キ ロ

ワ ッ ト 以

下 の も の 

三 八 、 二 〇 〇 

    
五 キ ロ ワ

ッ ト を 超

え る も の 

四 六 、 八 〇 〇 

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

一 ワ ッ ト

以 下 の 送

信 機 の も

の 

四 、 八 〇 〇 

    

一 ワ ッ ト

を 超 え 五

ワ ッ ト 以

下 の 送 信

機 の も の 

七 、 〇 〇 〇 

    

五 〇 ワ ッ

ト を 超 え

五 〇 〇 ワ

ッ ト 以 下

の も の  

二 四 、 〇 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ

ッ ト を 超

え 五 キ ロ

ワ ッ ト 以

下 の も の 

三 六 、 六 〇 〇 

    

五 キ ロ ワ

ッ ト を 超

え る も の 

四 四 、 四 〇 〇 

      

送 信
機 以

外 の
装 置 

一 ワ ッ ト

以 下 の 送

信 機 の も

の 

四 、 三 〇 〇 

    

一 ワ ッ ト

を 超 え 五

ワ ッ ト 以

下 の 送 信

機 の も の 

六 、 五 〇 〇 

    



 

-
 
2
7
 
- 

五 ワ ッ ト

を 超 え る

送 信 機 の

も の  

八 、 七 〇 〇  

     
 

五 ワ ッ ト

を 超 え る

送 信 機 の

も の  

八 、 二 〇 〇  

     
 

丙 表  丙 表  
  

無 線 局 の 種 別  
基 本 送 信 機 の 規 模

（ 空 中 線 電 力 に よ

る 。 ）  

定 期 検 査 手 数 料 相 当

額 （ 単 位 円 ）  
        

一  基 幹 放 送 局  〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 八 、 八 〇 〇  

        

二  実 験 等 無 線 局  五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 七 、 九 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 八 、 六 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

四 四 、 四 〇 〇  

        

三  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 一 、 四 〇 〇  

    

  

無 線 局 の 種 別  

基 本 送 信 機 の 規 模

（ 空 中 線 電 力 に よ

る 。 ）  

定 期 検 査 手 数 料 相 当

額 （ 単 位 円 ）  
        

一  基 幹 放 送 局  〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 七 、 〇 〇 〇  

        

二  実 験 等 無 線 局  五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 七 、 〇 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 七 、 〇 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

四 一 、 六 〇 〇  

        
三  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 一 、 〇 〇 〇  

    



 

-
 
2
8
 
- 

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

一 六 、 五 〇 〇  

        

四  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

二 〇 、 六 〇 〇  

    
一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

三 〇 、 五 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

三 七 、 九 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  
五 六 、 七 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 〇 六 、 六 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 五 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

一 五 八 、 六 〇 〇 

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

一 五 、 七 〇 〇  

        

四  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 七 、 一 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

二 六 、 三 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

三 三 、 二 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

五 〇 、 七 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

九 七 、 二 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 五 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

一 四 五 、 六 〇 〇 

    



 

-
 
2
9
 
- 

五 キ ロ ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 九 一 、 三 〇 〇  

    
 

五 キ ロ ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 七 六 、 一 〇 〇  

    
 

丁 表  丁 表  
  

無 線 局 の 種 別  

送 信 機 の 規 模 （ 空

中 線 電 力 に よ る 。

）  

定 期 検 査 手 数 料 相 当

額 （ 単 位 円 ）  
        

一  基 幹 放 送 局  〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

八 、 一 〇 〇  

        

二  実 験 等 無 線 局  五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

五 、 〇 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

七 、 六 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 一 、 六 〇 〇  

        

三  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

三 、 〇 〇 〇  

    

  

無 線 局 の 種 別  

送 信 機 の 規 模 （ 空

中 線 電 力 に よ る 。

）  

定 期 検 査 手 数 料 相 当

額 （ 単 位 円 ）  
        

一  基 幹 放 送 局  〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

六 、 七 〇 〇  

        

二  実 験 等 無 線 局  五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

四 、 三 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

六 、 八 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 〇 、 五 〇 〇  

        
三  ア マ チ ュ ア 無

線 局  

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 、 八 〇 〇  

    



 

-
 
3
0
 
- 

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

四 、 三 〇 〇  

        

四  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

五 、 四 〇 〇  

    
一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

八 、 四 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 〇 、 五 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  
一 五 、 九 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 八 、 四 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 五 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

四 二 、 一 〇 〇 

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

四 、 〇 〇 〇  

        

四  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

四 、 一 五 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

六 、 四 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

八 、 一 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 二 、 七 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 四 、 一 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 五 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

三 六 、 八 〇 〇 

    



 

-
 
3
1
 
- 

五 キ ロ ワ ッ ト を 超

え る も の  

五 〇 、 二 〇 〇  

    
 

五 キ ロ ワ ッ ト を 超

え る も の  

四 四 、 四 〇 〇  

    
 

２ 二 以 上 の 無 線 局 に よ つ て 共 用 さ れ て い る 装 置 に 係 る 変 更 検 査 が 当 該

装 置 を 共 用 す る 二 以 上 の 無 線 局 に つ い て 同 時 に 行 わ れ る 場 合 に お い て

、 当 該 変 更 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 前

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 変 更 検 査 に 係 る 同 項 本 文 の 規 定 に よ る 額

を 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額 と し 、 当 該 変 更 検 査 と 併 せ て 他 の 装 置 に

係 る 変 更 検 査 を 受 け る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 額 に 、 共 用 さ れ て い る 装

置 以 外 の 各 装 置 に つ い て 無 線 局 の 種 別 並 び に 当 該 装 置 の 種 類 及 び 規 模

に 応 ず る 同 項 の 乙 表 に よ る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。 た だ し 、 そ の 除 し

て 得 た 額 と そ の 他 の 装 置 に 係 る 手 数 料 の 額 と を 合 算 し た 額 は 、 三 〇 六

、 〇 〇 〇 円 及 び 当 該 無 線 局 に 係 る 定 期 検 査 手 数 料 相 当 額 の い ず れ を も

超 え な い も の と す る 。  

２ 二 以 上 の 無 線 局 に よ つ て 共 用 さ れ て い る 装 置 に 係 る 変 更 検 査 が 当 該

装 置 を 共 用 す る 二 以 上 の 無 線 局 に つ い て 同 時 に 行 わ れ る 場 合 に お い て

、 当 該 変 更 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 前

項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 当 該 変 更 検 査 に 係 る 同 項 本 文 の 規 定 に よ る 額

を 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額 と し 、 当 該 変 更 検 査 と 併 せ て 他 の 装 置 に

係 る 変 更 検 査 を 受 け る 場 合 に あ つ て は 、 そ の 額 に 、 共 用 さ れ て い る 装

置 以 外 の 各 装 置 に つ い て 無 線 局 の 種 別 並 び に 当 該 装 置 の 種 類 及 び 規 模

に 応 ず る 同 項 の 乙 表 に よ る 額 を 加 算 し た 額 と す る 。 た だ し 、 そ の 除 し

て 得 た 額 と そ の 他 の 装 置 に 係 る 手 数 料 の 額 と を 合 算 し た 額 は 、 二 八 六

、 二 〇 〇 円 及 び 当 該 無 線 局 に 係 る 定 期 検 査 手 数 料 相 当 額 の い ず れ を も

超 え な い も の と す る 。  

３ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 超 短 波 放 送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 の 電

波 に 重 畳 し て 多 重 放 送 を す る 無 線 局 及 び 超 短 波 放 送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン

放 送 を す る 無 線 局 に よ つ て 共 用 さ れ て い る 装 置 に 係 る 変 更 検 査 が こ れ

ら の 無 線 局 に つ い て 同 時 に 行 わ れ る 場 合 に お い て 、 当 該 変 更 検 査 を 受

け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分

に 従 い 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  
３ （ 同 上 ）  

一 多 重 放 送 を す る 無 線 局 そ の 使 用 す る 電 波 に 当 該 多 重 放 送 を す る

無 線 局 の 多 重 放 送 を 重 畳 さ せ て 超 短 波 放 送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を

す る 無 線 局 の 基 本 送 信 機 の 規 模 に 応 ず る 次 の 甲 表 に よ る 額 を 当 該 変

更 検 査 が 同 時 に 行 わ れ る 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額 。 た だ し 、 当 該

一 多 重 放 送 を す る 無 線 局 そ の 使 用 す る 電 波 に 当 該 多 重 放 送 を す る

無 線 局 の 多 重 放 送 を 重 畳 さ せ て 超 短 波 放 送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を

す る 無 線 局 の 基 本 送 信 機 の 規 模 に 応 ず る 次 の 甲 表 に よ る 額 を 当 該 変

更 検 査 が 同 時 に 行 わ れ る 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額 。 た だ し 、 当 該
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変 更 検 査 が 無 線 設 備 の 変 更 工 事 の 結 果 に つ い て 行 わ れ る 場 合 に は 、

そ の 額 に 当 該 変 更 検 査 を 受 け る 各 装 置 に つ い て 当 該 装 置 の 種 類 及 び

当 該 装 置 が そ の 使 用 す る 電 波 に 当 該 多 重 放 送 を す る 無 線 局 の 多 重 放

送 を 重 畳 さ せ て 超 短 波 放 送 若 し く は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を す る 無 線 局

に 使 用 さ れ る と き に お け る 当 該 装 置 の 規 模 に 応 ず る 次 の 乙 表 に よ る

額 （ 当 該 装 置 の 型 式 が 総 務 大 臣 の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場

合 に は 、 同 表 に よ る 額 に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 ） を 当 該 装 置 を 共

用 す る 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額 を 加 算 し た 額 又 は 当 該 多 重 放 送 を

す る 無 線 局 に 係 る 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 額 に 相 当 す る 額 （

当 該 多 重 放 送 を す る 無 線 局 が 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め

る 無 線 局 で あ る 場 合 に は 、 一 七 、 六 〇 〇 円 （ 当 該 多 重 放 送 を す る 無

線 局 の 基 本 送 信 機 の 型 式 が 総 務 大 臣 の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ

る 場 合 に は 、 八 、 八 〇 〇 円 ） ） の い ず れ か 低 い 額 と す る 。  

変 更 検 査 が 無 線 設 備 の 変 更 工 事 の 結 果 に つ い て 行 わ れ る 場 合 に は 、

そ の 額 に 当 該 変 更 検 査 を 受 け る 各 装 置 に つ い て 当 該 装 置 の 種 類 及 び

当 該 装 置 が そ の 使 用 す る 電 波 に 当 該 多 重 放 送 を す る 無 線 局 の 多 重 放

送 を 重 畳 さ せ て 超 短 波 放 送 若 し く は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を す る 無 線 局

に 使 用 さ れ る と き に お け る 当 該 装 置 の 規 模 に 応 ず る 次 の 乙 表 に よ る

額 （ 当 該 装 置 の 型 式 が 総 務 大 臣 の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場

合 に は 、 同 表 に よ る 額 に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額 ） を 当 該 装 置 を 共

用 す る 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額 を 加 算 し た 額 又 は 当 該 多 重 放 送 を

す る 無 線 局 に 係 る 第 二 十 条 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 額 に 相 当 す る 額 （

当 該 多 重 放 送 を す る 無 線 局 が 法 第 七 十 三 条 第 一 項 の 総 務 省 令 で 定 め

る 無 線 局 で あ る 場 合 に は 、 一 六 、 六 〇 〇 円 （ 当 該 多 重 放 送 を す る 無

線 局 の 基 本 送 信 機 の 型 式 が 総 務 大 臣 の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ

る 場 合 に は 、 八 、 三 〇 〇 円 ） ） の い ず れ か 低 い 額 と す る 。  

二 超 短 波 放 送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を す る 無 線 局 第 一 項 の 規 定 に

よ る 額 か ら 、 当 該 変 更 検 査 が 同 時 に 行 わ れ る 多 重 放 送 を す る 無 線 局

に 係 る 前 号 の 規 定 に よ る 額 （ 多 重 放 送 を す る 無 線 局 が 二 以 上 あ る と

き は 、 そ の 合 計 額 と す る 。 ） を 減 じ た 額  

二 （ 同 上 ）  

甲 表  甲 表  
  

基 本 送 信 機 の 規 模 （ 空 中 線 電 力 に

よ る 。 ）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
      

一  〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下 の も の  七 、 五 〇 〇  

      

  

基 本 送 信 機 の 規 模 （ 空 中 線 電 力 に

よ る 。 ）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
      

一  〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下 の も の  五 、 四 〇 〇  
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二 〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超 え 三 ワ ッ ト 以 下

の も の 

二 一 、 〇 〇 〇 

      

三 三 ワ ッ ト を 超 え る も の 三 四 、 九 〇 〇 

   
 

二 〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超 え 三 ワ ッ ト 以 下

の も の 

一 八 、 〇 〇 〇 

      

三 三 ワ ッ ト を 超 え る も の 三 一 、 四 〇 〇 

   
 

乙 表  乙 表  
  

装 置 

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  

種 類 

規 模 （ 空 中 線 電 力

に よ る 。 ）         

一  送 信 機 〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  
四 、 〇 五 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の 

六 、 七 〇 〇 

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の 

一 一 、 二 〇 〇 

    

  

装 置 

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  

種 類 

規 模 （ 空 中 線 電 力

に よ る 。 ）         

一  送 信 機 〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

三 、 七 五 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の 

六 、 三 〇 〇 

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の 

一 〇 、 五 〇 〇 
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一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の 

一 三 、 五 〇 〇 

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

一 七 、 一 〇 〇 

    
一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の 

二 一 、 六 〇 〇 

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の  

二 六 、 六 〇 〇  

        

二  送 信 機 以 外 の

装 置 

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の 送 信 機 の も の 
四 、 〇 五 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

送 信 機 の も の 

六 、 七 〇 〇 

    

三 ワ ッ ト を 超 え る

送 信 機 の も の 

一 一 、 二 〇 〇 

    
 

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の 

一 二 、 六 〇 〇 

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

一 五 、 九 〇 〇 

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の 

二 〇 、 一 〇 〇 

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の  

二 四 、 七 〇 〇  

        

二  送 信 機 以 外 の

装 置 

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の 送 信 機 の も の 

三 、 七 五 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

送 信 機 の も の 

六 、 三 〇 〇 

    

三 ワ ッ ト を 超 え る

送 信 機 の も の 

一 〇 、 五 〇 〇 

    
 

４ 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 変 更 検 査 が 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に

よ り そ の 一 部 が 省 略 さ れ て 書 類 の 審 査 の 方 法 の み に よ つ て 行 わ れ る 場

４ 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 変 更 検 査 が 法 第 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に

よ り そ の 一 部 が 省 略 さ れ て 書 類 の 審 査 の 方 法 の み に よ つ て 行 わ れ る 場
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合 に 当 該 変 更 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、

二 、 七 〇 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ り 同 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 を す る

場 合 に あ つ て は 、 二 、 六 〇 〇 円 ） と す る 。  

合 に 当 該 変 更 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、

二 、 五 五 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ り 同 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 を す る

場 合 に あ つ て は 、 二 、 四 五 〇 円 ） と す る 。  

（ 無 線 局 に 関 す る 情 報 提 供 手 数 料 ）  

第 五 条 法 第 二 十 五 条 第 二 項 の 規 定 に よ る 情 報 の 提 供 を 受 け る 者 が 納 め

な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 情 報 の 提 供 の 方 法 に 従 い 、 次 の 表 に

よ る 額 と す る 。  

（ 無 線 局 に 関 す る 情 報 提 供 手 数 料 ）  

第 五 条 （ 同 上 ）  

  

情 報 の 提 供 の 方 法  

情 報 提 供 手 数 料 （ 単

位 円 ）  
      

一  用 紙 に 出 力 し た も の の 交 付  一 、 三 五 〇  

   

二 電 磁 的 方 法 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を

使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の

技 術 を 利 用 す る 方 法 で あ つ て 総 務

省 令 で 定 め る も の を い う 。 ） に よ

る 提 供 

一 、 三 〇 〇 

   
 

  

情 報 の 提 供 の 方 法  

情 報 提 供 手 数 料 （ 単

位 円 ）  
      

一  用 紙 に 出 力 し た も の の 交 付  一 、 二 〇 〇  

   

二 電 磁 的 方 法 （ 電 子 情 報 処 理 組 織 を

使 用 す る 方 法 そ の 他 の 情 報 通 信 の

技 術 を 利 用 す る 方 法 で あ つ て 総 務

省 令 で 定 め る も の を い う 。 ） に よ

る 提 供 

一 、 一 五 〇 

   
 

（ 型 式 検 定 手 数 料 ）  

第 十 条 法 第 三 十 七 条 の 規 定 に よ る 検 定 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら

な い 手 数 料 の 額 は 、 当 該 検 定 を 受 け る 機 器 の 種 類 に 従 い 、 次 の 表 に よ

る 額 と す る 。 た だ し 、 総 務 大 臣 が 告 示 を も つ て 定 め る と こ ろ に よ り 当

該 検 定 に 係 る 検 定 手 続 の 一 部 を 省 略 す る 場 合 に あ つ て は 、 当 該 検 定 を

受 け る 機 器 に 係 る 同 表 に よ る 額 の 二 分 の 一 に 相 当 す る 額 と す る 。  

（ 型 式 検 定 手 数 料 ）  
第 十 条 （ 同 上 ）  
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機 器  

検 定 手 数 料  

（ 単 位 円 ）        
一  周 波 数 測 定 装 置  八 一 八 、 七

〇 〇        

二  レ ー ダ ー  一 、 八 二 四

、 〇 〇 〇        

三  船 舶 に 施 設 す る 救 命 用 の 無 線 設 備 の 機 器  一 、 〇 五 四

、 三 〇 〇          

四  法 第 三 十 三 条

の 規 定 に よ り

備 え な け れ ば

な ら な い 無 線

設 備 の 機 器 （

三 の 項 に 掲 げ

る も の を 除 く

。 ）  

一 五 六 メ ガ ヘ

ル ツ か ら 一 五

七 ・ 四 五 メ ガ

ヘ ル ツ ま で の

周 波 数 の 電 波

を 使 用 す る 無

線 電 話 の 機 器  

送 受 信 機  一 、 二 五 八

、 五 〇 〇  
 

          
   送 信 機  八 六 五 、 八

〇 〇  

          
   受 信 機  八 三 四 、 四

〇 〇  

          

  

機 器  

検 定 手 数 料  

（ 単 位 円 ）        

一  周 波 数 測 定 装 置  七 四 〇 、 四
〇 〇        

二  レ ー ダ ー  一 、 六 五 二

、 一 〇 〇        

三  船 舶 に 施 設 す る 救 命 用 の 無 線 設 備 の 機 器  九 五 四 、 一
〇 〇          

四  法 第 三 十 三 条

の 規 定 に よ り

備 え な け れ ば

な ら な い 無 線

設 備 の 機 器 （

三 の 項 に 掲 げ

る も の を 除 く

。 ）  

一 五 六 メ ガ ヘ

ル ツ か ら 一 五

七 ・ 四 五 メ ガ

ヘ ル ツ ま で の

周 波 数 の 電 波

を 使 用 す る 無

線 電 話 の 機 器  

送 受 信 機  一 、 一 三 九

、 三 〇 〇  

          
   送 信 機  七 八 三 、 二

〇 〇  

          
   受 信 機  七 五 四 、 七

〇 〇  
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  そ の 他 の 周 波

数 の 電 波 を 使

用 す る 無 線 電

話 の 機 器  

送 受 信 機  一 、 四 九 四

、 一 〇 〇  

          
   送 信 機  一 、 一 九 五

、 七 〇 〇  

          
   受 信 機  九 二 八 、 六

〇 〇  

          
  デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置  八 〇 二 、 九

〇 〇          
  衛 星 無 線 航 法 装 置  九 六 〇 、 〇

〇 〇          
  地 上 無 線 航 法 装 置  八 三 四 、 四

〇 〇          
  船 舶 自 動 識 別 装 置  一 、 五 〇 九

、 八 〇 〇          
  そ の 他 の も の  九 一 二 、 九

〇 〇          

五  船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 の 機 器  一 、 四 三 一

、 三 〇 〇        

  そ の 他 の 周 波

数 の 電 波 を 使

用 す る 無 線 電

話 の 機 器  

送 受 信 機  一 、 三 五 三

、 〇 〇 〇  

          
   送 信 機  一 、 〇 八 二

、 三 〇 〇  

          
   受 信 機  八 四 〇 、 一

〇 〇  

          
  デ ジ タ ル 選 択 呼 出 装 置  七 二 六 、 二

〇 〇          
  衛 星 無 線 航 法 装 置  八 六 八 、 六

〇 〇          
  地 上 無 線 航 法 装 置  七 五 四 、 七

〇 〇          
  船 舶 自 動 識 別 装 置  一 、 三 六 七

、 二 〇 〇          
  そ の 他 の も の  八 二 五 、 九

〇 〇          
五  船 舶 地 球 局 の 無 線 設 備 の 機 器  一 、 二 九 六

、 〇 〇 〇        
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六  航 空 機 に 施 設 す る 無 線 設 備 の 機 器  一 、 八 二 四

、 〇 〇 〇       
 

六  航 空 機 に 施 設 す る 無 線 設 備 の 機 器  一 、 六 五 二

、 一 〇 〇       
 

２ 電 子 申 請 等 に よ る 場 合 に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項

の 表 中 「 八 一 八 、 七 〇 〇 」 と あ る の は 「 八 一 八 、 五 〇 〇 」 と 、 「 一 、

八 二 四 、 〇 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 八 二 三 、 八 〇 〇 」 と 、 「 一 、 〇 五

四 、 三 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 〇 五 四 、 一 〇 〇 」 と 、 「 一 、 二 五 八 、

五 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 二 五 八 、 三 〇 〇 」 と 、 「 八 六 五 、 八 〇 〇 」

と あ る の は 「 八 六 五 、 六 〇 〇 」 と 、 「 八 三 四 、 四 〇 〇 」 と あ る の は 「

八 三 四 、 二 〇 〇 」 と 、 「 一 、 四 九 四 、 一 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 四 九

四 、 〇 〇 〇 」 と 、 「 一 、 一 九 五 、 七 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 一 九 五 、

五 〇 〇 」 と 、 「 九 二 八 、 六 〇 〇 」 と あ る の は 「 九 二 八 、 五 〇 〇 」 と 、

「 八 〇 二 、 九 〇 〇 」 と あ る の は 「 八 〇 二 、 八 〇 〇 」 と 、 「 九 六 〇 、 〇

〇 〇 」 と あ る の は 「 九 五 九 、 九 〇 〇 」 と 、 「 一 、 五 〇 九 、 八 〇 〇 」 と

あ る の は 「 一 、 五 〇 九 、 七 〇 〇 」 と 、 「 九 一 二 、 九 〇 〇 」 と あ る の は

「 九 一 二 、 七 〇 〇 」 と 、 「 一 、 四 三 一 、 三 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 四

三 一 、 一 〇 〇 」 と す る 。  

２ 電 子 申 請 等 に よ る 場 合 に お け る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項

の 表 中 「 七 四 〇 、 四 〇 〇 」 と あ る の は 「 七 四 〇 、 三 〇 〇 」 と 、 「 一 、

六 五 二 、 一 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 六 五 二 、 〇 〇 〇 」 と 、 「 九 五 四 、

一 〇 〇 」 と あ る の は 「 九 五 四 、 〇 〇 〇 」 と 、 「 一 、 一 三 九 、 三 〇 〇 」

と あ る の は 「 一 、 一 三 九 、 二 〇 〇 」 と 、 「 七 八 三 、 二 〇 〇 」 と あ る の

は 「 七 八 三 、 〇 〇 〇 」 と 、 「 七 五 四 、 七 〇 〇 」 と あ る の は 「 七 五 四 、

五 〇 〇 」 と 、 「 一 、 三 五 三 、 〇 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 三 五 二 、 八 〇

〇 」 と 、 「 一 、 〇 八 二 、 三 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 〇 八 二 、 二 〇 〇 」

と 、 「 八 四 〇 、 一 〇 〇 」 と あ る の は 「 八 四 〇 、 〇 〇 〇 」 と 、 「 七 二 六

、 二 〇 〇 」 と あ る の は 「 七 二 六 、 〇 〇 〇 」 と 、 「 八 六 八 、 六 〇 〇 」 と

あ る の は 「 八 六 八 、 五 〇 〇 」 と 、 「 一 、 三 六 七 、 二 〇 〇 」 と あ る の は

「 一 、 三 六 七 、 一 〇 〇 」 と 、 「 八 二 五 、 九 〇 〇 」 と あ る の は 「 八 二 五

、 八 〇 〇 」 と 、 「 一 、 二 九 六 、 〇 〇 〇 」 と あ る の は 「 一 、 二 九 五 、 九

〇 〇 」 と す る 。  

（ 登 録 証 明 機 関 の 登 録 更 新 申 請 手 数 料 ）  

第 十 一 条 法 第 三 十 八 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 更 新 を 申 請 す る

者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 一 九 、 九 〇 〇 円 （ 電 子 申 請

等 に よ る 場 合 に あ つ て は 、 一 九 、 八 〇 〇 円 ） と す る 。  
（ 登 録 証 明 機 関 の 登 録 更 新 申 請 手 数 料 ）  

第 十 一 条 法 第 三 十 八 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 更 新 を 申 請 す る

者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 一 六 、 九 〇 〇 円 （ 電 子 申 請

等 に よ る 場 合 に あ つ て は 、 一 六 、 七 〇 〇 円 ） と す る 。  

（ 修 理 業 者 の 登 録 申 請 手 数 料 ）  

第 十 一 条 の 二 法 第 三 十 八 条 の 三 十 九 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を 申 請 す

る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 五 七 、 六 〇 〇 円 と す る 。  

（ 修 理 業 者 の 登 録 申 請 手 数 料 ）  
第 十 一 条 の 二 法 第 三 十 八 条 の 三 十 九 第 一 項 の 規 定 に よ る 登 録 を 申 請 す

る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 五 〇 、 七 〇 〇 円 と す る 。  

（ 登 録 修 理 業 者 の 変 更 登 録 申 請 手 数 料 ）  

第 十 一 条 の 三 法 第 三 十 八 条 の 四 十 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 変 更 登 録 を 申

（ 登 録 修 理 業 者 の 変 更 登 録 申 請 手 数 料 ）  

第 十 一 条 の 三 法 第 三 十 八 条 の 四 十 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 変 更 登 録 を 申
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請 す る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 二 一 、 六 〇 〇 円 と す

る 。  

請 す る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 一 九 、 〇 〇 〇 円 と す

る 。  
（ 講 習 手 数 料 ）  

第 十 二 条 法 第 三 十 九 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け る 者 が 納 め な け

れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 三 一 、 四 〇 〇 円 と す る 。  

（ 講 習 手 数 料 ）  

第 十 二 条 法 第 三 十 九 条 第 七 項 の 規 定 に よ る 講 習 を 受 け る 者 が 納 め な け

れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 二 一 、 五 〇 〇 円 と す る 。  

（ 無 線 従 事 者 国 家 試 験 手 数 料 ）  

第 十 三 条 法 第 四 十 一 条 の 規 定 に よ る 無 線 従 事 者 国 家 試 験 を 受 け る 者 が

納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 試 験 を 受 け る 無 線 従 事 者 の 資 格

に 従 い 、 次 の 表 に よ る 額 と す る 。  

（ 無 線 従 事 者 国 家 試 験 手 数 料 ）  

第 十 三 条 （ 同 上 ）  

  

資 格  

試 験 手 数 料  

（ 単 位 円 ）        

一  第 一 級 総 合 無 線 通 信 士  二 六 、 〇 〇 〇  
      

二  第 二 級 総 合 無 線 通 信 士  二 三 、 三 〇 〇  
      

三  第 三 級 総 合 無 線 通 信 士  一 五 、 〇 〇 〇  
      

四  第 一 級 海 上 無 線 通 信 士  二 〇 、 〇 〇 〇  
      

五  第 二 級 海 上 無 線 通 信 士  一 八 、 六 〇 〇  
      

六  第 三 級 海 上 無 線 通 信 士  一 二 、 一 〇 〇  
      

七  第 四 級 海 上 無 線 通 信 士  八 、 二 〇 〇  
      

八  第 一 級 海 上 特 殊 無 線 技 士  九 、 二 〇 〇  
      

九  第 二 級 海 上 特 殊 無 線 技 士  六 、 九 〇 〇  
      

十  第 三 級 海 上 特 殊 無 線 技 士  六 、 九 〇 〇  
      

  

資 格  

試 験 手 数 料  

（ 単 位 円 ）        

一  第 一 級 総 合 無 線 通 信 士  二 一 、 二 〇 〇  
      

二  第 二 級 総 合 無 線 通 信 士  一 八 、 八 〇 〇  
      

三  第 三 級 総 合 無 線 通 信 士  一 三 、 六 〇 〇  
      

四  第 一 級 海 上 無 線 通 信 士  一 七 、 四 〇 〇  
      

五  第 二 級 海 上 無 線 通 信 士  一 五 、 三 〇 〇  
      

六  第 三 級 海 上 無 線 通 信 士  九 、 六 〇 〇  
      

七  第 四 級 海 上 無 線 通 信 士  七 、 四 〇 〇  
      

八  第 一 級 海 上 特 殊 無 線 技 士  七 、 五 〇 〇  
      

九  第 二 級 海 上 特 殊 無 線 技 士  五 、 六 〇 〇  
      

十  第 三 級 海 上 特 殊 無 線 技 士  五 、 六 〇 〇  
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十 一  レ ー ダ ー 級 海 上 特 殊 無 線 技 士  六 、 九 〇 〇  
      

十 二  航 空 無 線 通 信 士  一 一 、 〇 〇 〇  
      

十 三  航 空 特 殊 無 線 技 士  七 、 八 〇 〇  
      

十 四  第 一 級 陸 上 無 線 技 術 士  一 八 、 八 〇 〇  
      

十 五  第 二 級 陸 上 無 線 技 術 士  一 六 、 四 〇 〇  
      

十 六  第 一 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士  七 、 二 〇 〇  
      

十 七  第 二 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士  六 、 九 〇 〇  
      

十 八  第 三 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士  六 、 九 〇 〇  
      

十 九  国 内 電 信 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士  六 、 七 〇 〇  
      

二 十  第 一 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士  一 〇 、 八 〇 〇  
      

二 十 一  第 二 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士  九 、 四 〇 〇  
      

二 十 二  第 三 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士  六 、 〇 〇 〇  
      

二 十 三  第 四 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士  五 、 七 〇 〇  
   

 

十 一  レ ー ダ ー 級 海 上 特 殊 無 線 技 士  五 、 六 〇 〇  
      

十 二  航 空 無 線 通 信 士  九 、 三 〇 〇  
      

十 三  航 空 特 殊 無 線 技 士  六 、 四 〇 〇  
      

十 四  第 一 級 陸 上 無 線 技 術 士  一 六 、 五 〇 〇  
      

十 五  第 二 級 陸 上 無 線 技 術 士  一 三 、 七 〇 〇  
      

十 六  第 一 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士  六 、 三 〇 〇  
      

十 七  第 二 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士  五 、 六 〇 〇  
      

十 八  第 三 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士  五 、 六 〇 〇  
      

十 九  国 内 電 信 級 陸 上 特 殊 無 線 技 士  五 、 五 〇 〇  
      

二 十  第 一 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士  九 、 六 〇 〇  
      

二 十 一  第 二 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士  七 、 八 〇 〇  
      

二 十 二  第 三 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士  五 、 四 〇 〇  
      

二 十 三  第 四 級 ア マ チ ュ ア 無 線 技 士  五 、 一 〇 〇  
   

 

（ 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 申 請 手 数 料 ）  

第 十 五 条 法 第 四 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明

の 申 請 を す る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 二 、 七 〇 〇 円

（ 電 子 申 請 等 に よ る 場 合 に あ つ て は 、 二 、 五 〇 〇 円 ） と す る 。  
（ 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 申 請 手 数 料 ）  

第 十 五 条 法 第 四 十 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明

の 申 請 を す る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 二 、 四 五 〇 円

と す る 。  

（ 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 に 係 る 訓 練 の 手 数 料 ）  

第 十 六 条 法 第 四 十 八 条 の 二 第 二 項 第 一 号 の 総 務 大 臣 が 行 う 訓 練 を 受 け

る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 二 一 、 五 〇 〇 円 （ 電 子 申

（ 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 に 係 る 訓 練 の 手 数 料 ）  

第 十 六 条 法 第 四 十 八 条 の 二 第 二 項 第 一 号 の 総 務 大 臣 が 行 う 訓 練 を 受 け

る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 一 九 、 九 〇 〇 円 と す る 。  
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請 等 に よ る 場 合 に あ つ て は 、 二 一 、 三 〇 〇 円 ） と す る 。  
第 十 七 条 法 第 四 十 八 条 の 三 第 一 号 の 総 務 大 臣 が 行 う 訓 練 を 受 け る 者 が

納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 三 、 七 五 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ

る 場 合 に あ つ て は 、 三 、 六 〇 〇 円 ） と す る 。  

第 十 七 条 法 第 四 十 八 条 の 三 第 一 号 の 総 務 大 臣 が 行 う 訓 練 を 受 け る 者 が

納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 三 、 四 〇 〇 円 と す る 。  

（ 無 線 従 事 者 の 免 許 証 等 の 再 交 付 申 請 手 数 料 ）  

第 十 八 条 無 線 従 事 者 の 免 許 証 又 は 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 書 の 再 交 付 の

申 請 を す る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 次 の と お り と す

る 。  

一 無 線 従 事 者 の 免 許 証 の 再 交 付 二 、 五 〇 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ る

場 合 に あ つ て は 、 二 、 二 五 〇 円 ）  

二 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 書 の 再 交 付 三 、 一 五 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に

よ る 場 合 に あ つ て は 、 二 、 九 五 〇 円 ）  

（ 無 線 従 事 者 の 免 許 証 等 の 再 交 付 申 請 手 数 料 ）  

第 十 八 条 （ 同 上 ）  
 
 

一 （ 同 上 ）  
 

二 船 舶 局 無 線 従 事 者 証 明 書 の 再 交 付 二 、 八 五 〇 円  

（ 無 線 設 備 等 保 守 規 程 の 認 定 申 請 手 数 料 ）  

第 十 九 条 法 第 七 十 条 の 五 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 申 請 す る 者 が

納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 六 八 、 九 〇 〇 円 と す る 。  

（ 無 線 設 備 等 保 守 規 程 の 認 定 申 請 手 数 料 ）  

第 十 九 条 法 第 七 十 条 の 五 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 認 定 を 申 請 す る 者 が

納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 六 二 、 九 〇 〇 円 と す る 。  

（ 定 期 検 査 手 数 料 ）  

第 二 十 条 一 台 の み の 送 信 機 を 有 す る 無 線 局 に つ い て 法 第 七 十 三 条 第 一

項 本 文 の 規 定 に よ る 検 査 （ 以 下 「 定 期 検 査 」 と い う 。 ） を 受 け る 者 が

納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 無 線 局 の 種 別 及 び そ の 基 本 送 信

機 の 規 模 に 従 い 、 次 の 表 に よ る 額 （ 当 該 基 本 送 信 機 の 型 式 が 総 務 大 臣

の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 に よ る 額 に 二 分 の 一

を 乗 じ て 得 た 額 ） と す る 。 た だ し 、 当 該 基 本 送 信 機 が 二 以 上 の 無 線 局

に よ つ て 共 用 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 当 該 基 本 送 信 機 を 共 用 す る 二

以 上 の 無 線 局 に つ い て 定 期 検 査 が 同 時 に 行 わ れ る と き は 、 当 該 基 本 送

信 機 に 係 る こ の 項 本 文 の 規 定 に よ る 額 を 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額 と

（ 定 期 検 査 手 数 料 ）  

第 二 十 条 （ 同 上 ）  
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す る 。  
  

無 線 局 の 種 別  

基 本 送 信 機 の 規 模

（ 空 中 線 電 力 に よ

る 。 ）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
        

一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 九 、 四 〇 〇  

    
一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

四 一 、 六 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

五 九 、 二 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  
七 五 、 〇 〇 〇  

        

二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 六 、 三 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 四 、 九 〇 〇  

    

  

無 線 局 の 種 別  

基 本 送 信 機 の 規 模

（ 空 中 線 電 力 に よ

る 。 ）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
        

一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 七 、 五 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

三 八 、 九 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

五 五 、 三 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

七 〇 、 〇 〇 〇  

        

二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 五 、 四 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 三 、 三 〇 〇  
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五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

三 五 、 三 〇 〇  

        

三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

  一 六 、 三 〇 〇  

        

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  
二 八 、 八 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 一 〇 、 七 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

二 〇 五 、 九 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

三 三 、 〇 〇 〇  

        

三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

  一 五 、 四 〇 〇  

        

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 七 、 〇 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 〇 二 、 一 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 八 六 、 六 〇 〇  
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一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 五 七 、 八 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

三 〇 一 、 〇 〇 〇  

    
一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

三 八 〇 、 五 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

四 七 五 、 〇 〇 〇 

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の 
二 九 、 八 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 一 四 、 三 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 九 七 、 三 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 三 五 、 一 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

二 七 五 、 四 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

三 四 九 、 四 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

四 四 三 、 二 〇 〇 

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の 

二 七 、 一 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 〇 三 、 一 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 八 四 、 二 〇 〇  
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一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

三 〇 一 、 一 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

三 七 六 、 九 〇 〇  

    
一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

五 七 六 、 一 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

七 四 一 、 九 〇 〇 

        

六  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

二 〇 、 六 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

三 〇 、 五 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

三 七 、 九 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

五 六 、 七 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 七 三 、 一 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

三 四 六 、 九 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

五 三 四 、 九 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

六 九 五 、 九 〇 〇 

        

六  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 七 、 一 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

二 六 、 三 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

三 三 、 二 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

五 〇 、 七 〇 〇  
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五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 〇 六 、 六 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 五 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

一 五 八 、 六 〇 〇 

    
五 キ ロ ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 九 一 、 三 〇 〇  

    
 

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

九 七 、 二 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 五 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

一 四 五 、 六 〇 〇 

    

五 キ ロ ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 七 六 、 一 〇 〇  

    
 

２ 二 台 以 上 の 送 信 機 を 有 す る 無 線 局 に つ い て 定 期 検 査 を 受 け る 者 が 納

め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 基 本 送 信 機 に 係 る 前 項 の 規 定 に よ

る 額 に 、 基 本 送 信 機 以 外 の 各 送 信 機 に つ い て 無 線 局 の 種 別 及 び そ の 規

模 に 応 ず る 次 の 表 に よ る 額 （ 当 該 送 信 機 の 型 式 が 総 務 大 臣 の 行 う 検 定

に 合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 の 額 に 二 分 の 一 を 乗 じ て 得 た 額

） を 加 算 し た 額 と す る 。 た だ し 、 基 本 送 信 機 以 外 の 送 信 機 が 二 以 上 の

無 線 局 に よ つ て 共 用 さ れ て い る 場 合 に お い て 、 当 該 送 信 機 を 共 用 す る

二 以 上 の 無 線 局 に つ い て 定 期 検 査 が 同 時 に 行 わ れ る と き は 、 当 該 送 信

機 に つ い て は 、 当 該 送 信 機 に 係 る こ の 項 本 文 の 規 定 に よ る 額 を 無 線 局

の 数 で 除 し て 得 た 額 を 加 算 す る も の と す る 。  
２ （ 同 上 ）  

  

無 線 局 の 種 別  

送 信 機 の 規 模 （ 空

中 線 電 力 に よ る 。

）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
        

  

無 線 局 の 種 別  

送 信 機 の 規 模 （ 空

中 線 電 力 に よ る 。

）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
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一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

七 、 六 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 〇 、 三 〇 〇  

    
五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 四 、 八 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 八 、 四 〇 〇  

        

二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  
四 、 〇 五 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

六 、 三 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

九 、 〇 〇 〇  

        

一  船 舶 局 （ 総 ト

ン 数 五 〇 〇 ト

ン 未 満 の 漁 船

の 船 舶 局 を 除

く 。 ） 及 び 航

空 機 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

七 、 一 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

九 、 六 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

一 三 、 八 〇 〇  

    

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え る も の  

一 七 、 二 〇 〇  

        

二  総 ト ン 数 五 〇

〇 ト ン 未 満 の

漁 船 の 船 舶 局  

一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

三 、 七 五 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

五 、 八 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

る も の  

八 、 四 〇 〇  

        



 

-
 
4
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三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

  四 、 〇 五 〇  

        

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

八 、 一 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 七 、 九 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

四 八 、 七 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

六 四 、 〇 〇 〇  

    

三  船 舶 の 無 線 局

で 無 線 設 備 が

遭 難 自 動 通 報

設 備 又 は レ ー

ダ ー の み の も

の 及 び 航 空 機

の 無 線 局 で 無

線 設 備 が レ ー

ダ ー の み の も

の  

  三 、 七 五 〇  

        

四  基 幹 放 送 局 （

テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局 を

除 く 。 ）  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の  

六 、 七 〇 〇  

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 六 、 〇 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

四 五 、 三 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

五 九 、 六 〇 〇  
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一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

七 四 、 四 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

九 三 、 三 〇 〇  

    
一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

一 一 九 、 一 〇 〇 

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の 

七 、 二 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  
二 七 、 九 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

四 八 、 七 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

七 三 、 〇 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

六 九 、 三 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

八 六 、 九 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

一 一 〇 、 九 〇 〇 

        

五  テ レ ビ ジ ョ ン

基 幹 放 送 局  

〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下

の も の 

六 、 七 〇 〇 

    

〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超

え 三 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

二 六 、 〇 〇 〇  

    

三 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

四 五 、 三 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

一 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

六 八 、 〇 〇 〇  

    



 

-
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一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

九 三 、 三 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

一 四 二 、 一 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

一 八 六 、 七 〇 〇 

        

六  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

五 、 四 〇 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

八 、 四 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

一 〇 、 五 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 五 、 九 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 八 、 四 〇 〇  

    

一 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 一 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の  

八 六 、 九 〇 〇  

    

一 キ ロ ワ ッ ト を 超

え 一 〇 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の  

一 三 二 、 三 〇 〇  

    

一 〇 キ ロ ワ ッ ト を

超 え る も の 

一 七 三 、 九 〇 〇 

        

六  そ の 他 の 無 線

局  

一 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

四 、 一 五 〇  

    

一 ワ ッ ト を 超 え 五

ワ ッ ト 以 下 の も の  

六 、 四 〇 〇  

    

五 ワ ッ ト を 超 え 一

〇 ワ ッ ト 以 下 の も

の  

八 、 一 〇 〇  

    

一 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の  

一 二 、 七 〇 〇  

    

五 〇 ワ ッ ト を 超 え

五 〇 〇 ワ ッ ト 以 下

の も の  

二 四 、 一 〇 〇  

    



 

-
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五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 五 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

四 二 、 一 〇 〇 

    

五 キ ロ ワ ッ ト を 超

え る も の  

五 〇 、 二 〇 〇  

    
 

五 〇 〇 ワ ッ ト を 超

え 五 キ ロ ワ ッ ト 以

下 の も の 

三 六 、 八 〇 〇 

    

五 キ ロ ワ ッ ト を 超

え る も の  

四 四 、 四 〇 〇  

    
 

３ 前 二 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 多 重 放 送 を す る 無 線 局 に つ い て 定 期 検

査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 そ の 使 用 す る 電

波 に 当 該 多 重 放 送 を す る 無 線 局 の 多 重 放 送 を 重 畳 さ せ て 超 短 波 放 送 又

は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を す る 無 線 局 の 基 本 送 信 機 の 規 模 に 従 い 、 次 の 表

に よ る 額 （ 当 該 多 重 放 送 を す る 無 線 局 の 基 本 送 信 機 の 型 式 が 総 務 大 臣

の 行 う 検 定 に 合 格 し た も の で あ る 場 合 に は 、 同 表 に よ る 額 に 二 分 の 一

を 乗 じ て 得 た 額 ） と す る 。  

３ （ 同 上 ）  

  

基 本 送 信 機 の 規 模 （ 空 中 線 電 力 に

よ る 。 ）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
      

一 〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下 の も の 一 七 、 六 〇 〇 

      

二 〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超 え 三 ワ ッ ト 以 下

の も の 

二 八 、 〇 〇 〇 

      

  

基 本 送 信 機 の 規 模 （ 空 中 線 電 力 に

よ る 。 ）  

検 査 手 数 料 （ 単 位 円

）  
      

一 〇 ・ 一 ワ ッ ト 以 下 の も の 一 六 、 六 〇 〇 

      

二 〇 ・ 一 ワ ッ ト を 超 え 三 ワ ッ ト 以 下

の も の 

二 六 、 三 〇 〇 
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三 三 ワ ッ ト を 超 え 一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の 

四 六 、 一 〇 〇 

      

四 一 〇 ワ ッ ト を 超 え 一 〇 〇 ワ ッ ト 以

下 の も の 

五 六 、 九 〇 〇 

      

五 一 〇 〇 ワ ッ ト を 超 え 一 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の 

七 〇 、 九 〇 〇 

      

六 一 キ ロ ワ ッ ト を 超 え 一 〇 キ ロ ワ ッ

ト 以 下 の も の 

九 二 、 七 〇 〇 

      

七 一 〇 キ ロ ワ ッ ト を 超 え る も の 一 〇 六 、 二 〇 〇 

   
 

三 三 ワ ッ ト を 超 え 一 〇 ワ ッ ト 以 下 の

も の 

四 三 、 一 〇 〇 

      

四 一 〇 ワ ッ ト を 超 え 一 〇 〇 ワ ッ ト 以

下 の も の 

五 三 、 二 〇 〇 

      

五 一 〇 〇 ワ ッ ト を 超 え 一 キ ロ ワ ッ ト

以 下 の も の 

六 七 、 三 〇 〇 

      

六 一 キ ロ ワ ッ ト を 超 え 一 〇 キ ロ ワ ッ

ト 以 下 の も の 

八 六 、 九 〇 〇 

      

七 一 〇 キ ロ ワ ッ ト を 超 え る も の 九 九 、 五 〇 〇 

   
 

４ 前 三 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 一 の 超 短 波 放 送 若 し く は テ レ ビ ジ ョ

ン 放 送 の 電 波 に 重 畳 し て 多 重 放 送 を す る 二 以 上 の 無 線 局 に つ い て 又 は

超 短 波 放 送 若 し く は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を す る 無 線 局 及 び そ の 放 送 の 電

波 に 重 畳 し て 多 重 放 送 を す る 無 線 局 に つ い て 定 期 検 査 が 同 時 に 行 わ れ

る と き に 当 該 定 期 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額

は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 区 分 に 従 い 、 当 該 各 号 に 定 め る 額 と す る 。  

一 多 重 放 送 を す る 無 線 局 前 項 の 規 定 に よ る 額 を 当 該 定 期 検 査 が 同

時 に 行 わ れ る 無 線 局 の 数 で 除 し て 得 た 額  

４ （ 同 上 ）  
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二 超 短 波 放 送 又 は テ レ ビ ジ ョ ン 放 送 を す る 無 線 局 第 一 項 本 文 又 は

第 二 項 本 文 の 規 定 に よ る 額 か ら 、 当 該 定 期 検 査 が 同 時 に 行 わ れ る 多

重 放 送 を す る 無 線 局 に 係 る 前 号 の 規 定 に よ る 額 （ 多 重 放 送 を す る 無

線 局 が 二 以 上 あ る と き は 、 そ の 合 計 額 と す る 。 ） を 減 じ た 額  

５ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 定 期 検 査 が 法 第 七 十 三 条 第 四 項 の 規 定

に よ り そ の 一 部 が 省 略 さ れ て 書 類 の 審 査 の 方 法 の み に よ つ て 行 わ れ る

場 合 に 当 該 定 期 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は

、 二 、 七 〇 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ り 同 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 を す

る 場 合 に あ つ て は 、 二 、 六 〇 〇 円 ） と す る 。  

５ 前 各 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 定 期 検 査 が 法 第 七 十 三 条 第 四 項 の 規 定

に よ り そ の 一 部 が 省 略 さ れ て 書 類 の 審 査 の 方 法 の み に よ つ て 行 わ れ る

場 合 に 当 該 定 期 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は

、 二 、 五 五 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ り 同 項 の 規 定 に よ る 書 類 の 提 出 を す

る 場 合 に あ つ て は 、 二 、 四 五 〇 円 ） と す る 。  

６ 定 期 検 査 が 当 該 無 線 局 に 係 る 変 更 検 査 に 併 せ て 行 わ れ る 場 合 の 当 該

定 期 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 前 各 項 の

規 定 に か か わ ら ず 、 こ れ ら の 各 項 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 額 か ら 当 該 無

線 局 に 係 る 変 更 検 査 を 受 け る た め の 第 四 条 の 規 定 に よ る 手 数 料 の 額 を

控 除 し て 得 た 額 と す る 。  

６ （ 同 上 ）  

７ 法 第 七 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な

け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 四 、 九 〇 〇 円 （ 当 該 検 査 が 同 条 第 四 項

の 規 定 に よ り そ の 一 部 が 省 略 さ れ て 書 類 の 審 査 の 方 法 の み に よ つ て 行

わ れ る 場 合 に あ つ て は 、 二 、 四 五 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ り 同 項 の 規 定

に よ る 書 類 の 提 出 を す る 場 合 に あ つ て は 、 二 、 三 〇 〇 円 ） ） と す る 。  

７ 法 第 七 十 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 検 査 を 受 け る 者 が 納 め な

け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額 は 、 四 、 七 五 〇 円 （ 当 該 検 査 が 同 条 第 四 項

の 規 定 に よ り そ の 一 部 が 省 略 さ れ て 書 類 の 審 査 の 方 法 の み に よ つ て 行

わ れ る 場 合 に あ つ て は 、 二 、 三 〇 〇 円 （ 電 子 申 請 等 に よ り 同 項 の 規 定

に よ る 書 類 の 提 出 を す る 場 合 に あ つ て は 、 二 、 一 五 〇 円 ） ） と す る 。  

（ 較
こ う

正 手 数 料 ）  

第 二 十 一 条 法 第 百 二 条 の 十 八 第 一 項 の 規 定 に よ る 較
こ う

正 （ 指 定 較 正 機 関

が 行 う も の を 除 く 。 ） を 受 け る 者 が 納 め な け れ ば な ら な い 手 数 料 の 額

は 、 当 該 較 正 を 受 け る 測 定 器 そ の 他 の 設 備 の 種 類 に 従 い 、 次 の 表 に よ

る 額 と す る 。  

（ 較
こ う

正 手 数 料 ）  
第 二 十 一 条 （ 同 上 ）  
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測 定 器 そ の 他 の 設 備  

較 正 手 数 料 （ 単 位 円

） 

       

一 周 波 数 計 空 洞 共 振 器 を 用

い る も の 

一 三 五 、 二 〇 〇 

    

そ の 他 の も の 九 〇 、 九 〇 〇 

        

二 ス ペ ク ト ル 分 析

器 

十 一 万 メ ガ ヘ ル

ツ を 超 え る 周 波

数 の 範 囲 に お い

て ス ペ ク ト ル を

測 定 す る も の 

六 一 九 、 七 〇 〇 

    

そ の 他 の も の 一 七 六 、 二 〇 〇 

        

三 電 界 強 度 測 定 器 三 以 上 の 異 な る

周 波 数 の 範 囲 に

お い て 電 界 強 度

を 測 定 す る も の 

三 二 九 、 七 〇 〇 

    

そ の 他 の も の 二 六 八 、 三 〇 〇 

        

  

測 定 器 そ の 他 の 設 備  

較 正 手 数 料 （ 単 位 円

） 

       

一 周 波 数 計 空 洞 共 振 器 を 用

い る も の 

一 〇 二 、 八 〇 〇 

    

そ の 他 の も の 六 九 、 六 〇 〇 

       

二 ス ペ ク ト ル 分 析 器 

 

 

 

 

 

 

一 三 三 、 五 〇 〇 

       

三 電 界 強 度 測 定 器 三 以 上 の 異 な る

周 波 数 の 範 囲 に

お い て 電 界 強 度

を 測 定 す る も の 

二 四 八 、 六 〇 〇 

    

そ の 他 の も の 二 〇 二 、 五 〇 〇 

        



 

-
 
5
5
 
- 

四 高 周 波 電 力 計 三 以 上 の 異 な る

周 波 数 の 範 囲 に

お い て 高 周 波 電

力 を 測 定 す る も

の 

四 三 二 、 〇 〇 〇 

    

そ の 他 の も の 三 二 九 、 七 〇 〇 

       

五 電 圧 電 流 計 一 四 八 、 九 〇 〇 

       

六 標 準 信 号 発 生 器 三 以 上 の 異 な る

周 波 数 の 範 囲 に

お い て 信 号 を 発

生 す る も の 
一 七 六 、 二 〇 〇 

    

そ の 他 の も の 一 三 一 、 八 〇 〇        

七 周 波 数 標 準 器 一 八 三 、 〇 〇 〇 

   
 

四 高 周 波 電 力 計 三 以 上 の 異 な る

周 波 数 の 範 囲 に

お い て 高 周 波 電

力 を 測 定 す る も

の 

三 二 五 、 三 〇 〇 

    

そ の 他 の も の 二 四 八 、 六 〇 〇 

       

五 電 圧 電 流 計 一 一 三 、 〇 〇 〇 

       

六 標 準 信 号 発 生 器 三 以 上 の 異 な る

周 波 数 の 範 囲 に

お い て 信 号 を 発

生 す る も の 

一 三 三 、 五 〇 〇 

    

そ の 他 の も の 一 〇 〇 、 二 〇 〇        

七 周 波 数 標 準 器 一 三 八 、 六 〇 〇 

   
 

  
 



一頁 

 

○ 総 務 省 告 示 第    号  

 総 務 省 設 置 法 （ 平 成 十 一 年 法 律 第 九 十 一 号 ） 第 四 条 第 一 項 第 六 十 四 号 の 規 定 を 実 施 す る た め 、 昭 和

二 十 八 年 郵 政 省 告 示 第 七 百 六 十 三 号 （ 委 託 に よ る 無 線 局 の 周 波 数 の 測 定 に 関 す る 手 続 、 測 定 方 法 及 び

手 数 料 等 を 定 め る 件 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 し 、 令 和   年   月   日 か ら 施 行 す る 。  

  令 和   年   月   日  

総 務 大 臣  ○ ○  ○ ○  

 次 の 表 に よ り 、 改 正 前 欄 に 掲 げ る 規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 を こ れ に 順 次 対 応 す る 改 正 後 欄 に 掲 げ る

規 定 の 傍 線 を 付 し た 部 分 の よ う に 改 め る 。  

別紙２－２  



二頁 

 

改  正  後 改  正  前 
［ 一 ～ 六 略 ］ ［ 一 ～ 六 同 上 ］ 

七 委 託 測 定 を 実 施 し た 場 合 は 、 手 数 料 を 徴 収 す る も の と す る 。 た だ し 、 免 許 人 等 の 責 め に 帰 す

こ と の で き な い 事 由 に よ る 測 定 不 能 の 場 合 を 除 く 。 

２ 委 託 測 定 の 手 数 料 は 、 一 件 に つ い て 一 、 一 〇 〇 円 と す る 。 

［ ３ 同 上 ］ 

七 委 託 測 定 を 実 施 し た 場 合 は 、 手 数 料 を 徴 収 す る も の と す る 。 た だ し 、 免 許 人 等 の 責 め に 帰 す

こ と の で き な い 事 由 に よ る 測 定 不 能 の 場 合 を 除 く 。 

２ 委 託 測 定 の 手 数 料 は 、 一 件 に つ い て 一 、 〇 五 〇 円 と す る 。 

［ ３ 同 上 ］ 

［ 八 略 ］ ［ 八 同 上 ］ 

備 考 表 中 の ［ ］ の 記 載 は 注 記 で あ る 。 

 


